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施設のあらまし

１  設置目的
　男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と

能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とします。

２  沿革
昭和55年(1980年） ｢練馬区婦人問題連絡協議会｣設置（企画部）

昭和56年(1981年)    区民活動課婦人問題担当主査設置  区立婦人会館に関する陳情書採択

昭和57年(1982年) ｢婦人問題懇談会｣設置

昭和60年(1985年) ｢練馬区婦人行動計画」策定

練馬区婦人問題懇談会提言

｢練馬区立婦人会館の建設・管理運営についての基本的な考え方について｣

昭和62年(1987年)    練馬区立婦人会館開館

昭和63年(1988年) 婦人会館運営委員会設置

平成３年(1991年) ｢練馬区女性行動計画(改定)｣策定 女性課設置

練馬区立婦人会館を練馬区立練馬女性センターに改称

平成８年(1996年) ｢練馬区第３次女性行動計画｣策定 練馬女性センター開館10周年

平成11年(1999年) 組織改正により女性課の所属が生活文化部から総務部に変更

平成13年(2001年) ｢練馬区男女共同参画計画｣ 策定

平成14年(2002年) 女性課と同和対策担当課を統合し、「人権・男女共同参画課」に組織改正

平成18年(2006年)　　練馬区公共施設予約システム導入

平成18年(2006年)　　窓口業務と施設の管理業務を指定管理者へ移行

練馬女性センター開館20周年

平成20年(2008年) 練馬女性センターの愛称「えーる」を、施設の名称と併せて使用開始

平成22年(2010年) 練馬区立男女共同参画センターに改称、愛称「えーる」も継続

平成24年(2012年) 講座等事業の業務を新たに指定管理者へ移行

平成26年(2014年) 練馬区配偶者暴力相談支援センターの機能整備

平成28年(2016年) 練馬区立男女共同参画センターえーる開館30周年

平成29年(2017年) 相談体制変更、性的マイノリティに関する相談を開設

平成30年(2018年) 女性のための就活応援コーナー開設

令和４年(2022年) 相談体制変更、男性のための相談(電話相談)を開設

３  施設の概要
(1) 名称 練馬区立男女共同参画センターえーる

(2) 所在地 東京都練馬区石神井町八丁目１番10号

(3) 構造・規模 鉄筋コンクリート造３階建

（石神井町つつじ保育園、石神井町学童クラブ、都営住宅を併設）　

男女共同参画センター部分の延床面積  

1,676㎡　（1階349㎡、2階884㎡、3階443㎡）

(4) 開館 昭和62年（1987年）４月１日

(5) 開館時間 午前９時から午後９時30分まで

(6) 休館日 年末年始（12月29日から１月３日）、点検・清掃等による随時休館

(7) 運営委員会    運営にあたって、広く区民の意見を反映させるため「練馬区立男女共同

参画センター運営委員会」を設置

委員数 20名程度 任期 ２年
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(8) 施設の内容

講座、講演会、会議等

パーテーションを外して利用する場合、椅子のみで

150人まで利用可能

講座、講演会、映画会、人形劇、コーラス、会議等

ピアノ、ビデオプロジェクター、無料Wi-Fi設置

椅子だけの場合は、80人まで利用が可能

会議等

会議等  無料Wi-Fi設置

講座・講演会の一時保育

子ども用机・椅子、ベビーベッド、遊具等

閲覧席９席、幼児コーナー、無料Wi-Fi設置

無料Wi-Fi設置

個別相談室３室、相談コーナー

(9) 平面図

相談室

事務室

就活応援コーナー

ロビー

授乳コーナー

施設名階数

第３研修室

備考

図書・資料室

録音室 10人

定員

第１研修室 30人

第２研修室 24人

視聴覚室

30人

和室（小） 12人

ロビー

学習会、会議等
和室（大） 24人

45人

保育室

１階

２階

３階

会議室 30人
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事業のあらまし

Ⅰ  男女共同参画の学習および交流推進事業

3

0

1

1 18 ―

14

1 12

1

2

28

1

6

3 29

23

37

10

19

42

12 ―

回数 参加数

5

366

1 22

46

保育

―

1

23

2

2

1

―

1

1 13 0

10

―

1

0

0

0

―

１　男女共同参画講座　　　

子育て中のわたしをみつめる「子育てママのポレポレ塾2022」(１)

ＬＧＢＴＱ＋講座～多様な性を知ろう！～(２)

オンライン講座「選択的夫婦別姓を考える～多様な夫婦・家族のあり方～」

出前講座等啓発事業（石神井友和会）

出前講座等啓発事業（貫井中学校、豊玉第二中学校）「デートＤＶ防止講座」

(３)

(４)

(５)

7

1 5

えーるキッズエンジョイサマー
「やってみよう！はじめてのプログラミング～簡単ゲームを作ろう！～」

わたしの「これからライフ」2022PartⅠゆるヨガ女子会

わたしの「これからライフ」2022PartⅡ①ゆるヨガ女子会②アロマでゆったり！
スキンケアと簡単メイク体験③講演会「私の生きづらさ～本当の私を取り戻すまで～」

男性向け講座「大好きなママを応援！パパにできること、パパだからできること」

子育て世代の就活講座～自分に合った働き方で就職！～ 1 23

(24)

(15)

(16)

(17)

(18)

5 34

3

就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座「ワード」2022

2

2

39 1

21

2 20

23

―

0

1

4

5

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

1

2 35

3

仕事と子育てなどの両立支援！就職ミニ面接会

子育て世代の就活講座～社会保険や税金などの基礎知識～

(６)

(７)

(８)

(９)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

出前講座等啓発委事業（豊玉第二中学校教職員向け）「デートＤＶ防止講座」

お父さんと作るおうちごはん「ごはんで！？クリスマスケーキ」

アサーティブ・コミュニケーション講座～自分の思いを伝える～

地域活動や情報コミュニケーションのためのSNS講座～やさしいZoomの使い方

地域活動や情報コミュニケーションのためのSNS講座～はじめてのZoom開催

男女共同参画基礎講座～性別や慣習に対する思い込みをなくそう！～

えーるスクエア・オンライン講演会「身近にもある＃MeToo-私たちにできることは」

親子で学ぶ生と性講座「カラダとココロの大切なはなし」

オトコの暮らし力アップ講座「すっきり暮らす整理収納のコツ」

人生半ばの女性応援講座「私を活かす就活作戦！」

就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座「パソコン初級」2022
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３　映画上映会

1 9 6

1 8

1 9 3

1,335 114

1

合 計 延 べ 人 数

3242

必見！ＳＮＳ集客のトレンドを学ぶ～簡単で効果的なホームページを作ってみよう！～

女性のための即興音楽活動～音楽によるリラクゼーション体験～

二人で一緒に元気になる！ペアストレッチ

(９)

(10)

(11)

えーるシネマサロン夏休み親子上映会
「はじめて馬に乗った日」

2 22 1

2

7 0

2

303

3 29

１　男女共同参画講座　　　

0

(５)

(６)

1

参加数 保育

9

15

回数

(25)

1

1 22 0

乳がんを早期発見するために知っておきたいこと(⑴｢子育てママのポレポレ塾2022｣の公開講座)

防災講座「災害時！あなたとあなたの大切なペットを守るために」

1 15

0

(７)

(８)

3 29 0

―

28

2222

1 30

1

―

2 105 10

1

知っているようで意外と知らない家族の話

子育て応援講座
Ａ：褒め上手になる方法　Ｂ：怒り上手になる方法

26

1

２　区民企画講座

就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座「エクセル基礎」2022

就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座「エクセル実践」2022

就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座「パワーポイント」2022

住みよい地域づくり講座「コミュニティの活用～人のつながりを重視して」

えーるシネマサロン
「アイ・コンタクト～もう１つのなでしこジャパンろう者女子サッカー～」

(１)

(２)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

司法に見る　日本女性の権利

片づけスイッチオン！断捨離で住まいをもっと快適に～心もお財布もスッキリ～

こころのケア講座
#１「コロナ禍でのＤＶ･モラハラを理解する」　#２「ＤＶ･モラハラからの自尊心の回復」

パパと一緒にボールやなわとび♪親子体操

(１)

(２)

(３)

(４)

5 0

1 20

―

０歳からのコンサートwithリトミック（令和３年度開催中止分）

０歳からのコンサートwithリトミック
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 １　男女共同参画講座

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

午後7時～8時30分

 11月18日 (金) 午前10時～午後0時30分 22 ―

講座名 出前ミニ講座「ビリーブ　未来への大逆転」上映会

実施日 時間 参加数

講座名 子育て中のわたしをみつめる「子育てママのポレポレ塾2022」

12 ―

川尻恵理子(弁護士)

磯邊真希子(看護師） ほか

ＬＧＢＴＱ＋講座～多様な性を知ろう！～

時間

実施日 時間

保育

参加数 保育

10 9

8 6

9

講　師

  9月13日 (火) 午前10時～正午

13 0

7

7 6

参加数 保育

  9月27日 (火) 午前10時～正午 10

 10月 4日 (火) 午前10時～正午

 10月18日 (火) 午前10時～正午 11

午後2時～4時

公開講座のため後述（29） 10月25日 (火)

 11月 1日 (火) 午前10時～正午

実施日

 3月11日 (土)

出前先 石神友和会

午前10時～正午

講座名

講　師 小野アンリ(ProudFutures共同代表)

講　師

オンライン講座
選択的夫婦別姓を考える～多様な夫婦・家族のあり方

講座名

 2月28日 (火)

143 6

講座名 出前講座啓発事業「デートＤＶ防止講座」

実施日 時間 参加数

出前先 区立貫井中学校(1月13日)

保育

実施日 時間 参加数(生徒) 参加数(教員)

 1月13日 (金) 午後2時35分～3時20分
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（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

午後2時～4時 10 1 3月18日 (土)

講座名
男女共同参画基礎講座
～性別や慣習に対する思い込みをなくそう！

講　師 田村初惠(元東京都総務局人権部長)

参加数 保育実施日 時間

 7月24日 (日) 午前10時～正午 10 0

 7月24日 (日) 午後1時30分～3時30分 9 0

講座名
地域活動や情報コミュニケーションのためのSNS講座
　～やさしいZoomの使い方

講　師 谷口正哉(IT講師)

実施日 時間 参加数 保育

 2月 9日 (木) 午後7時～8時30分 20 0

 2月16日 (木) 午後7時～8時30分 22 0

講　師 岩井奈保美(メンタルケア心理専門士)

実施日 時間 参加数 保育

 12月 3日 (土) 午前10時～午後0時30分 12 ―

講座名
アサーティブ・コミュニケーション講座
～自分の思いを伝える

講　師 濱文子(はまぁず代表)

実施日 時間 参加数 保育

 1月18日 (水)
生徒:午後1時30分～2時20分

教職員:午後2時50分～3時30分
217 23

講座名
お父さんと作るおうちごはん
「ごはんで！？クリスマスケーキ」

講座名 出前講座啓発事業「デートＤＶ防止講座」

出前先 区立豊玉第二中学校

実施日 時間 参加数(生徒) 参加数(教職員)

講座名
地域活動や情報コミュニケーションのためのSNS講座
　～はじめてのZoom開催

講　師 谷口正哉(IT講師)

実施日 時間 参加数 保育

 12月18日 (日) 午後1時30分～3時30分 4 0

 12月18日 (日) 午前10時～正午 6 0
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（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

保育

時間

滝沢菜穂(全米ヨガアライアンスＲＹＴ２００）

5月24日 (火) 午後2時～4時 6

講座名

0

4月24日 (日) 午前10時～正午 5

 11月26日 (土) 午後2時～3時30分

実施日

18 ―

時間 参加数

10

参加数

午後1時30分～3時30分

講　師 櫻井美穂(キッズプログラミング講師)

保育

10 ―

―

実施日

保育

2午前10時～正午

  7月30日 (土)

講座名
えーるキッズエンジョイサマー
「やってみよう！はじめてのプログラミング～簡単ゲームを
作ろう！」

時間 参加数

  7月30日 (土) 午前10時～正午

1

保育

オトコの暮らし力アップ講座
「すっきり暮らす整理収納のコツ」

講座名

保育

12月 4日 (日) 21

時間 参加数

講　師 飛永友(整理収納アドバイザー)

講　師 土屋麻由美(麻の実助産所所長)

実施日

39

講座名
親子で学ぶ生と性講座
「カラダとココロの大切なはなし」

　2月18日 (土) 午後2時～4時

講座名
えーるスクエア・オンライン講演会
「身近にもある＃ＭｅＴｏｏ－私たちにできることは」

講　師 小川たまか(ライター)

実施日

わたしの「これからライフ」2022PartⅠ
ゆるヨガ女子会

6月26日 (日) 午前10時～正午 12 0

講　師

0

実施日 時間 参加数
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（17）

（18）

（19）

（20）

（21）

12月 6日 (火) 午前10時～正午 23

時間

講　師

6

実施日 保育参加数

音川敏枝(東京都金融広報委員会金融広報アドバイザー) 

保育

5 1

講 師 高原多嘉子(ハローワーク池袋マザーズコーナー就職支援ナビゲーター) 

実施日 時間 参加数

時間 参加数

講座名
子育て世代の就活講座
～社会保険や税金などの基礎知識

午前9時30分～正午

保育

 9月 6日 (火) 午前10時～正午 23 4

 10月13日 (木)

実施日

 10月16日 (日) 午前10時～正午 7 5

仕事と子育てなどの両立支援！就職ミニ面接会

参加企業

講座名

２社

講座名
子育て世代の就活講座
～自分に合った働き方で就職！

講座名
男性向け講座
「大好きなママを応援！パパにできること、パパだからでき
ること」

講　師 芥川正明(ねりパパ副代表)

実施日 時間 参加数 保育

参加数 保育

 2月 5日 (日) 午前10時～正午 7 5

実施日 時間

2 0

 1月24日 (火) 午後1時30分～3時30分 7 1

講座名 わたしの「これからライフ」2022PartⅡ

講　師 林恭子(一般社団法人ひきこもりＵＸ会議代表理事）ほか

10月22日 (土) 午前10時～正午

11月29日 (火) 午後1時30分～3時30分 10 3

8 512月 6日 (火) 午後1時30分～3時30分
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（22）

（23）

（24）

（25）

講座名
就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座
「パソコン初級」2022

講　師 後藤悦子(MOSインストラクター)

実施日 時間 参加数 保育

5月17日 (火) 午前9時30分～正午 11 0

9月15日 (木) 午前9時30分～正午

後藤悦子(MOSインストラクター)

実施日

1月15日 (日) 午後1時30分～4時 7 0

 1月29日 (日) 午後1時30分～4時 10 0

講座名
就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座
「エクセル基礎」2022

講座名
就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座
「ワード」2022

講　師 後藤悦子(MOSインストラクター)

実施日 時間 参加数 保育

保育

0

10 210月30日 (日) 午前9時30分～正午

講　師

10 0

10

 2月22日 (水) 午後1時30分～4時

 6月21日 (火)

時間

午前9時30分～正午

参加数

10月 5日 (水) 午前9時30分～正午 10 0

10 0

 6月 7日 (火) 午後1時30分～4時 9 1

講　師 井上訓子(1級キャリアコンサルティング技能士) 

実施日 時間 参加数 保育

講座名 人生半ばの女性応援講座「私を活かす就活作戦！」

10月26日 (水) 午前10時～正午 16 1

10月19日 (水) 午前10時～正午 19 2
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（26）

(27)

（28）

（29）

（30）

講座名
就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座
「パワーポイント」2022

講　師 後藤悦子(MOSインストラクター) 

参加数 保育時間実施日

9

 3月 5日 (日) 午後1時30分～4時30分 10 0

午前10時～正午

西貝圭子(ピンクリボン in NERiMA 代表) 

11月 5日 (土)

9

講座名
住みよい地域づくり講座
コミュニティの活用～人のつながりを重視して

保育

参加数 保育

 9月10日 (土) 午後1時30分～4時 15

実施日 時間 参加数

午前10時～正午 15

講座名

講座名 乳がんを早期発見するために知っておきたいこと

0

11月30日 (水) 午後1時30分～4時30分 10 0

 7月12日 (火) 午後1時30分～4時30分

0

講 師 村山京子(一般社団法人日本防災共育協会会長) ほか

実施日 時間

講　師

10月25日 (火)

参加数 保育

防災講座
災害時！あなたとあなたの大切なペットを守るために

講　師 大坪宏至(東洋大学経営学部教授) 

実施日 時間

7 0

講座名
就職活動や地域活動をしている女性のためのパソコン講座
「エクセル実践」2022

講 師 後藤悦子(MOSインストラクター) 

午後1時30分～4時

 2月23日 (木) 10

参加数

午後1時30分～4時30分 0

保育

 6月22日 (水) 0

10月30日 (日) 午前9時30分～正午 10 2

9

実施日 時間
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 ２　区民企画講座

　男女共同参画センターの講座事業の一部を区内団体が企画して開催する区民

企画講座事業を行っている。

　この講座は、男女共同参画社会の実現のため区内で活動している団体が講座

を開催することにより、地域社会に男女共同参画に関するネットワークを広げ

るために実施している。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

※令和３年度開催中止分

講座名 司法に見る　日本女性の権利

企画団体 ねりま24条の会

講　師 川尻恵理子(弁護士)

実施日 時間 参加数 保育

 11月 5日 (土) 午後1時30分～3時30分 22 0

講座名
片づけスイッチオン！断捨離で住まいをもっと快適に
～心もお財布もスッキリ

企画団体 東京練馬断捨離会

講　師 木村さちこ(やましたひでこ公認断捨離Ⓡトレーナー)

実施日 時間 参加数 保育

 10月 2日 (日) 午後1時～3時 28 0

講座名
こころのケア講座
第1回「コロナ禍でのＤＶ、モラハラを理解する」
第2回「ＤＶ・モラハラからの自尊心の回復」

企画団体 ＷＳＹ

講　師 西山さつき(NPO法人レジリエンス代表）ほか

実施日 時間 参加数 保育

 11月23日 (祝) 午後2時～3時10分 7 0

  2月23日 (祝) 午後2時～3時10分 15 2

講座名 パパと一緒にボールやなわとび♪親子体操

企画団体 ＢＰプロジェクトＣＣ

講　師 小畑真吾(幼児体育公認指導員)

実施日 時間 参加数 保育

参加数 保育

11月27日 (日) 午後2時～3時 30 ―

講座名 ０歳からのコンサートwithリトミック

5月 1日 (日) 午前10時30分～11時30分 20 ―

企画団体 ペガサスアンサンブル

講　師 松下真紀（リトミック指導者）ほか

実施日 時間
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（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

講座名 知っているようで意外と知らない家族の話

企画団体 家族関係を考える会

講　師 小林香(日本家族カウンセリング協会・家族相談士)

実施日 時間 参加数 保育

10月16日 (日) 午前10時～正午 5 0

講座名
子育て応援講座
Ａ：褒め上手になる方法　Ｂ：怒り上手になる方法

企画団体 こねくとうぃず～練馬から日本のママを元気に～

講　師 くぼあやの(こねくとうぃず副代表)

実施日 時間 参加数 保育

 6月30日 (木) 午前10時～11時30分 51 5

 7月11日 (月) 午前10時～11時30分 54 5

講座名
必見！ＳＮＳ集客のトレンドを学ぶ～簡単で効果的なホーム
ページを作ってみよう！～

企画団体 ひよこ起業会

講　師 谷口正哉（IT講師）

実施日 時間 参加数 保育

11月20日 (日) 午前10時～正午 9 3

講座名
女性のための即興音楽活動
～音楽によるリラクゼーション体験～

企画団体 子どものための音楽療法サークル「音の輪」

講　師 牛田聖子（音楽療法士）

実施日 時間 参加数 保育

7月 3日 (日) 午前10時～11時40分 9 6

講座名 二人で一緒に元気になる！ペアストレッチ

企画団体 ねりまポレポレママの会

講　師 中島千草（ヨガインストラクター）

実施日 時間 参加数 保育

26 ―

10月29日 (土) 午前10時30分～11時30分 8 1

実施日 時間 参加数 保育

 3月12日 (日) 午後2時～3時

講座名 ０歳からのコンサートwithリトミック

企画団体 ペガサスアンサンブル

講　師 松下真紀（リトミック指導者）ほか
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３　映画上映会

（１）

（２）

４　男女共同参画センターえーるフェスティバル

　「多様な生き方を認め合う社会に」をテーマに、2022男女共同参画センターえーる

フェスティバルを、６月18日(土)～６月25日(土)に開催しました。

　フェスティバルは、区民が男女共同参画の意識を深める機会にするとともに、日頃

男女共同参画センターえーるで活動するサークルの成果の発表の場として、フェス

ティバル実行委員会と区が共催して実施しています。

　令和２年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止しました。

　令和３年度からは、館内の密を避けるため、対面式のステージ発表、催し物、販売

コーナーなどは取りやめ、特別講演会やステージ発表は事前収録した動画をセンター

のホームページから視聴できるオンデマンド形式とし、書道や写真、手づくり作品等

は館内展示形式の併用で行いました。また、実行委員によるワークショップは、対面

式の他、Zoomを利用してのオンライン開催など、開催方法を工夫して実施しました。　

◆参加者数

総来館者数（館内展示期間6月18日から20日）

(内訳) (土)

(日)

(月)

オンラインによる参加者数　

(内訳) 　特別講演会（動画視聴）

　ワークショップ

　　　「婦人保護から女性自立支援へ」 （動画視聴）

　　　　　　　　　　　　　　　 （ Zoom）

　ステージ発表（動画視聴）

※Zoomに関しては参加者数（名）、それ以外は視聴回数（回）

6月18日

19日

 1月20日 (金) 午前10時～正午

20日

165名 

165名 

168名 

講座名
えーるシネマサロン「アイ・コンタクト～もう1つのなでし
こジャパン ろう者女子サッカー～」

 1月20日 (金) 午後1時30分～3時30分 16 1

実施日 時間 参加数 保育

 8月27日 (土) 午前10時～11時30分 13 1

8 2

 8月27日 (土) 午後1時30分～3時 9 0

講座名
えーるシネマサロン夏休み親子上映会
「はじめて馬に乗った日」

実施日 時間 参加数 保育

1,585合　　計

498名 合計

305

93

22

1,165
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◆特別講演会 「上野千鶴子先生、ユースと語る！」　

◆実行委員ワークショップ

Ａ 「パネルディスカッション暮らしの中のモヤモヤ～今、若者が

登壇者 4人（社会人3名、大学生1名）

６月18日(土)午後２時～４時　対面式

Ｂ 「婦人保護から女性自立支援へ～当事者主体の新たな支援の

　枠組～」

講師：横田千代子（婦人保護施設いずみ寮施設長）

６月19日(日)午後２時～３時30分　Zoom

６月20日(月)～25日（土）オンデマンド配信

Ｃ 「ハツラツ人生を送ろう！男性も厨房に～」

講師：国広陽子（武蔵大学名誉教授、元東京女子大学教授）

６月19日(日)午前10時30分～午後0時30分　

Ｄ ①「お話広場～フレイルってなに？～」

６月18日(土)午後２時～４時30分　対面式

②「フレイルチェックしてみませんか！」

協力団体：ゆうゆう倶楽部

６月19日(日)Ⓐ午後２時30分～Ⓑ午後３時10分～

Ⓒ午後３時50分～　（各回30分）

◆ステージ発表参加団体（オンデマンド配信、および、館内上映会）

Aloha（フラダンス）

着付サークルもえぎ（着付パフォーマンス）

石神井スウィング７（合唱）

千夜一夜座（朗読）

独奏・重奏の会パストラーレ（リコーダーとギターの重奏）

練馬区民生児童委員混声合唱団「ヴォール」（合唱）

花朗読の会（朗読）

光が丘マジッククラブ（マジック）

ふらっと♭ハーモニー（合唱）

ＢＰプロジェクトＣＣ（寸劇）

ベーシック（合唱）

レア（フラダンス）

朗読サークルかたらい（朗読劇） 以上13団体

オンデマンド配信視聴回数

館内上映会参加者数

講師：上野千鶴子(社会学者、東京大学名誉教授、認定ＮＰＯ法人

　　　　　　ウィメンズアクションネットワーク理事長）

ユース参加者：６名（大学4年2名、大学1年1名、高校3年2名、

　　高校2年1名）

６月18日(土)～25日(土)　オンデマンド配信（視聴回数305回）

1,165回

６月18日(土)　館内上映（25名）

36名

22名

対面式

　思っていること～」

74名

19名

21名

93回

対面式

3名
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◆館内展示参加団体

ℐ（アイ）女性会議 練馬支部（ポスター展示）

ＮＰＯ法人ハッピーひろば（手作り作品など）

景行書道会（書道）

皓仙書道会（書道）

ＣＰＣクラブ（写真）

石神井折り紙サークル（折り紙作品）

社会福祉法人練馬区社会福祉協議会石神井障害者地域生活支援センター

ういんぐ（活動紹介パネル）

新日本婦人の会 練馬支部（活動紹介パネル）

草秀会（生け花）

ねりま若者サポートステーション（活動紹介パネル）

ひとねっと（活動紹介パネル）

フラワーアレンジメント「Ｋの会」（花の作品）

むさしの絵手紙愛好会（絵手紙）

和紙絵画草美会（和紙絵）

レンゲショウマの会（手芸）

練馬区男女共同参画推進懇談会（パネル） 以上17団体

展示会場来場者数

◆図書・資料室

来場者数

163名

108名

本のリサイクル
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Ⅱ　男女共同参画団体等に対する活動の場の提供に関する事業

１　貸出施設の利用（会議室等および付帯設備）

（１）利用対象 練馬区に在住・在勤または在学している方、および、これらの方を主な

構成員とする団体。

（２）利用申請

受付開始日 登録団体：利用日の２か月前の月の１日から

上記以外：利用日の２か月前の月の25日から

受付時間 24時間（メンテナンス時間を除く）

※メンテナンス時間：毎月26日午前０時～午前７時

※先行・空き枠予約初日は午前９時から申込み可能

（３）施設および付帯設備使用料（令和５年３月31日現在）

※「男女共同参画センター登録団体」が利用するときは、５割減額。

（４）団体登録 登録要件は、以下のとおり。

1　団体の構成員が10人以上であること

2　団体の構成員の７割以上が、区内在住、在勤、在学であること

3　団体の代表者が練馬区民であること

4　男女共同参画センターの設置目的（男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

　　性別 にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実

　　現）に寄与する団体であること

【登録申請】

登録申請書に団体規約（会則）、活動報告書、活動計画書、会員名簿を添付して申請します。

(※練馬区公共施設予約システムカードをすでにお持ちの場合はカードの提示が必要です。）

カードをお持ちでない場合は、登録申請により、カードを発行します。

２,８００円

２００円

７００円

９００円

各時間帯につき １,０００円

１,１００円

２００円

ビデオプロジェクター 各時間帯につき １,０００円 ２００円

保育室（目的外） ２,１００円

２００円

２,５００円

１,２００円

ピ　ア　ノ

１,４００円

録　音　室 ６００円 ８００円 ７００円

４００円

保　育　室

１,２００円

１,２００円

１,４００円

３００円

和　室　（小） ６００円 ８００円 ７００円

１,１００円

和　室　（大）

１,２００円

１,６００円

１,４００円

４００円

第 2 研 修 室 １,２００円 １,６００円 １,４００円

午前
(９:00～12:00)

午後
(13:00～17:00)

夜間
(18:00～21:30)

１時間単位

第 3 研 修 室

１,８００円

１,６００円

２,１００円

４００円

会　議　室

第 1 研 修 室

２,４００円

１,６００円

６００円

４００円

視　聴　覚　室 ３,３００円 ４,４００円 ３,９００円
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団体数

204

12

63

129

合      　計

男女共同参画団体（令和５年３月31日現在）

文化・学習等に関する活動団体
語学・歴史・外国文化の学習・
合唱などを通して男女共同参画
社会実現を目指す活動

Ⅱ

Ⅲ

分　　類

人権・男女平等に関する活動団体Ⅰ
男女平等・女性史・ワークライフ
バランスなどの研究・学習・活動

地域活動団体
障害者・子育て・青少年・高齢者
支援などの活動

【コラム】男女共同参画センター出前ミニ講座について

「男女共同参画センターえーる」の名称には、区民にとってまだまだ

馴染みの薄い〝男女共同参画″という文字があります。そこで、当セン

ターでは利用登録団体から都合の良い日時を申し出ていただき、職員に

よるセンターの設置目的をご理解いただきながら、男女共同参画の理念

に触れていただく機会を提供しています。

いつもの活動仲間と一緒にミニ講座に参加した方々は、講座終了後も

男女共同参画についての会話が弾み、日頃の活動や暮らしを見直すきっ

かけにもなっていると、ご好評をいただいています。
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２　利用状況

（１）月別・時間帯別利用状況（交流コーナーの利用者を除く）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

164 152 165 165 120 168 179 195 178 143 159 161 1,949

1,314 1,286 1,337 1,377 924 1,278 1,363 1,618 1,286 1,111 1,406 1,426 15,726

236 219 222 215 155 233 268 269 246 206 229 219 2,717

1,998 2,069 1,985 1,877 1,287 1,991 2,293 2,271 2,117 1,754 2,034 2,171 23,847

101 101 133 139 112 137 137 172 136 118 127 133 1,546

1,012 950 1,266 1,390 1,057 1,331 1,448 1,513 1,332 1,235 1,351 1,445 15,330

501 472 520 519 387 538 584 636 560 467 515 513 6,212

4,324 4,305 4,588 4,644 3,268 4,600 5,104 5,402 4,735 4,100 4,791 5,042 54,903

利用人数

利用人数

利用人数

午
後

利用人数

利用件数

利用件数
午
前

令和４年度

合
計

利用件数

夜
間

利用件数

501 472
520 519

387

538
584 636

560

467

515 513

0

100

200

300

400

500

600

700

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

利用件数（月別）
件

4,324 4,305 
4,588 

4,644 

3,268 

4,600 
5,104 5,402 

4,735 

4,100 

4,791 5,042 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

利用人数（月別）
人
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（２）施設別利用状況（交流コーナーの利用者を除く）

利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 利用件数 利用人数 利用件数 利用人数

会議室 227 1,861 324 3,048 221 1,842 772 6,751

視聴覚室 313 4,222 451 6,141 182 3,242 946 13,605

第1研修室 246 2,122 309 2,879 255 2,230 810 7,231

第2研修室 188 1,626 278 2,398 143 1,115 609 5,139

第3研修室 236 2,078 281 2,512 163 1,560 680 6,150

和室（小） 183 709 303 1,298 132 611 618 2,618

和室（大） 226 1,479 264 1,812 202 1,404 692 4,695

録音室 202 794 281 1,212 65 263 548 2,269

保育室 129 835 226 2,547 182 3,063 537 6,445

合計 1,950 15,726 2,717 23,847 1,545 15,330 6,212 54,903

（３） 付帯設備利用状況

利用件数

　ピアノ 633

　ビデオプロジェクター 201

（４）その他

【交流コーナー】令和４年度利用人数　7,114人

 個人、団体、自主活動グループ相互の交流の場として、交流コーナーを設置。

 誰もが気軽に自由に利用できるロビー的なスペースで会議・学習・懇談等に利用可能。

【貸出ロッカー】令和４年度利用団体数　86団体（公用利用4個を含む）

 96団体分のロッカーを設置し、登録団体に貸出しを実施。（１年毎に更新）

【掲示設備】

 情報提供、情報交換に活用。

夜間 合計午前 午後

設　備

0 100 200 300 400 500

会議室

視聴覚室

第1研修室

第2研修室

第3研修室

和室（小）

和室（大）

録音室

保育室

件数

施設・時間帯別利用件数

午前

午後

夜間

件
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Ⅲ 相談事業

1 事業内容

気軽に安心して相談できる場として、各種相談事業を実施している。

　配偶者等の暴力（ＤＶ）に対する

　専門相談

　※法律相談の予約は、相談日の一週

　　間前の午前９時から受付

（いずれも年末年始・休館日を除く）

総合相談 毎　日
午前９時～午後７時

（祝休日は午後５時まで）

男性のための相談【予約制】 第二火曜日 午後３時～午後７時

月～土曜日

相　談　日

月曜日

第三土曜日

午前10時～午後７時
（祝休日は午後５時まで）

午前９時～午後５時

午前９時～午後５時

相　談　名

　心の相談

【予約制】

性的マイノリティに関する相談

相　談　時　間

【予約制】

専
門
相
談

　法律相談

【予約制】

午前10時～午後７時
（祝休日は午後５時まで）

午前９時～午後５時
（祝休日は休み）

午後１時～午後４時
（１人30分間）

土曜日
（祝休日を除く）

水曜日・金曜日
（第一金曜日を除

く）

第一金曜日
(練馬区区民相談所

で実施)

【配偶者暴力相談支援センターの役割】

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

に基づき、区市町村は配偶者暴力相談支援センターの機能を果た

すよう求められています。

法に定める業務として、配偶者からの暴力の被害者に対する

「相談」「カウンセリング」「一時保護」「自立支援」「保護命

令援助」などがあります。区では、これらの業務を人権・男女共

同参画課と総合福祉事務所を中心に関係各所と連携して取り組ん

でいます。
このうち、男女共同参画センターえーるでは、「配偶者等の暴

力（DV）に対する専門相談」として被害者のカウンセリングを
行っています。
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2 相談実績

(1) 総合相談件数

計

4,937

3

14

4,954

来所 電話 文書 計

19 3,401 0 3,420

22 113 0 135

0 0 0 0

0 3 0 3

0 1 0 1

0 0 0 0

0 1 0 1

0 6 0 6

1 39 0 40

0 4 0 4

9 14 0 23

0 5 0 5

0 3 0 3

0 2 0 2

0 0 0 0

0 1 0 1

0 7 0 7

0 2 0 2

0 0 0 0

1 6 0 7

11 1,007 0 1,018

9 267 0 276

72 4,882 0 4,954

暴　力

計

児童・虐待

住まい

教　育

交通事故

相　続

福祉・介護

その他の相談

相談名

職場・労働

予約（変更）受付

ハラスメント

国保・年金・税務

計

相談内容

人権・身の上

総合相談

男性のための相談

性的マイノリティに関する相談

雑　件

性的マイノリティ

婚　姻

離　婚

子育て（就学前）

金銭・保証

健康問題

就職・転業

戸籍住民登録
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（2）心の相談件数

女 男 女 男 女 男

13 0 3 0 16 0

19 0 0 0 19 0

0 0 0 0 0 0

1 0 15 0 16 0

72 5 0 0 72 5

29 1 1 0 30 1

0 0 0 0 0 0

62 3 1 0 63 3

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 3 0

3 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

204 9 21 0 225 9

144 7 13 0 157 7

自
分
自
身
の
問
題

生き方

心理

進路

その他

夫婦関係

親子関係

嫁姑関係

家族関係

教育問題

その他

親族関係

近隣関係

職場関係

友人関係

合　計

実人数

身体の病気

精神の病気

心身の病気

その他

16

19

0

健
康

人
間
関
係

教
育

男女関係

総合的な関係

16

77

31

0

66

1

0

3

0

0

3

0

0

1

相談の内容

0

234

164

面接 電話 計
合計

0

1
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（3）配偶者等の暴力（ＤＶ）に対する専門相談件数

相談内容 来所 電話 文書 計

　配偶者からの暴力 129 14 0 143

　元配偶者からの暴力 5 0 0 5

生活の本拠を共にする（し
た）交際相手からの暴力

0 0 0 0

交際相手からの暴力
（デートＤＶ）

2 1 0 3

　子どもからの暴力 0 0 0 0

　その他からの暴力 1 1 0 2

合　計 137 16 0 153

（4）法律相談件数

相談内容 計 計

土地・家屋 36 4

借地・借家 25 1

相隣関係 6 7

相続・遺言 120 1

金銭（サラ金） 23 2

契約不履行 6 0

損害賠償 8 3

商　事 0 63

夫婦関係・離婚 18 323

（内訳） 女性 188人
男性 135人

刑事・少年

相談内容

交通事故

その他

合計

男女関係

親子関係

労　働

登　記

人　権
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Ⅳ 男女共同参画に関する調査・研究、資料収集、情報提供事業等

1 事業内容

　図書･資料室を設置し、男女共同参画の推進に関する学習･研究活動に必要な資料の収集･整理、

情報提供等を行っている。

　図書･資料室には、閲覧席（９席）、児童書コーナーを設け、誰もが自由に利用可能。

① 男女共同参画の推進に関する図書･資料の収集、整理および貸し出し

② 区･都･国の男女共同参画に関する行政資料および女性団体･住民団体･自主グループ等の

資料収集

③ 男女共同参画の推進に係る学習に関する図書案内および読書相談

④ 男女共同参画の推進に関する調査研究・啓発（パネル展示）

⑤ 男女共同参画の推進に関する、新聞記事の切り抜きを図書・資料室に掲示

⑥ 情報ライブラリーニュース「すてっぷ」の発行（隔月発行）

⑦ 保育付きブックタイム事業

⑧ 検索用タブレット端末の貸し出し（就活応援コーナー併用）

2 図書・資料室案内

（1） 開室日・時間

開 室 日 休館日を除く毎日

開室時間 午前９時から午後９時30分

(男女共同参画の推進に係る図書案内・読書相談は午後５時まで）

（2） 貸出利用

貸出対象 区内在住・在勤・在学者

登　　録 利用については登録制（有効期限５年）

貸出点数 ６冊以内

貸出期間 ４週間以内

（3） 蔵書数（令和５年３月31日現在）

一般図書 12,761冊

児童書 676冊

行政資料 1,497冊

団体資料 730種（逐次刊行物、女性関係新聞を含む）

雑　　誌 12誌

一般図書蔵書構成

総記 心理 歴史 社会学
自然
科学

生活 産業 芸術 言葉 文学

(０門) (１門) (２門) (３門) (４門) (５門) (６門) (７門) (８門) (９門)

冊数 115 541 1,002 4,882 713 681 125 559 158 3,985 12,761

％ 0.9% 4.2% 7.9% 38.3% 5.6% 5.3% 1.0% 4.4% 1.2% 31.2% 100%

分類 計
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3 図書・資料室利用状況

（1）

合　計 1,021人　（令和４年度登録者　194人）

（2） 貸出冊数

（3） リクエスト処理状況 受付件数 601件

（4） レファレンス件数 受付件数 45件

（5） 検索用タブレット利用件数 29件

4 情報提供

（1） 情報ライブラリーニュース「すてっぷ」の発行

　隔月発行　各号400部　年2,400部発行

（2） 「男女共同参画センターえーるだより」の発行

年４回発行　年10,000部発行

（3） デートＤＶ防止リーフレット「もしかして…デートＤＶ？」　※指定管理者発行

登録者数（令和５年３月31日現在）

総数　7,422冊

100号のあゆみ

99号

発行号

96号

令和４年12月

令和４年10月 性暴力

特集テーマ

メディアと女性

話し合っていますか？家事や育児の分担

発行月

令和４年４月

令和４年６月 97号

98号 様々な生きづらさを抱えて…女性のひきこもり

デートDV防止啓発資料として「もしかして…デートDV？」リーフレットを発行しました。
毎年11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせて実施する「えーるスクエ
ア」やデートDV防止出前講座(令和４年度区内中学校で実施)で配付しています。

100号 災害とジェンダー

令和５年２月 記念号

※指定管理者発行

令和４年８月

567

672

630

573

597

659 654

612
620

597
584

657

500

550

600

650

700

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

月別貸出冊数冊数
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情報ライブラリーニュース「すてっぷ」
（イメージ）

「男女共同参画センターえーるだより」
（イメージ）

デートDV防止リーフレット
「もしかして・・・デートDV？」

（イメージ）

【WEBでもご覧になれます】

すてっぷ

えーるだより

もしかして…
デートDV？
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 5 保育付きブックタイム事業

講座名 図書・資料室講座　本の時間～ブックタイム

7月13日(水) 午前10時～正午

6月15日(水) 午前10時～正午

5月18日(水) 午前10時～正午

4月20日(水) 午前10時～正午

実施日 時間 保護者数 子ども人数

4 4

3 3

6 6

5 5

午前10時～正午 4 4

9月21日(水) 午前10時～正午 5

午前10時～正午

11月19日(土)

5

5 510月27日(木)

8月24日(水) 午前10時～正午 6 6

6

12月16日(金)

1月18日(水)

2月28日(火)

3月15日(水)

午前10時～正午

午前10時～正午

午前10時～正午

午前10時～正午

合　計 61 62

6

6

5

6

6

6

6

【コラム】 保育付きブックタイム事業

男女共同参画センターえーるの図書･資料室では、子育て中の保
護者を対象に「保育付きブックタイム事業」を実施しています。
子どもと家でずっと向き合っていると､ゆっくり本を読む時間も

ない...ひとりの時間が欲しい...といった保護者の声に応えるべく、
保育者が子どもたちを保育している時間に､図書室でゆっくりと読
書する時間を提供する事業です。
１回２時間程度実施する「保育付きブックタイム事業」によっ

て保護者にリフレッシュタイムと子育てに関する資料等の情報を
提供しています。
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○練馬区立男女共同参画センター条例 

昭和61年 12月 12日 

条例第47号 

注 平成17年 7月から改正経過を注記した。 

(目的) 

第 1条 この条例は、練馬区立男女共同参画センター(以下「センター」という。)の設置、管理、運

営および利用について必要な事項を定めることにより、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画

社会の実現に寄与することを目的とする。 

(平 22条例 10・全改) 

(名称および位置) 

第 2条 センターの名称および位置は、つぎのとおりとする。 

名称 位置 

練馬区立男女共同参画センター 東京都練馬区石神井町八丁目1番 10号 

(平 22条例 10・一部改正) 

(運営) 

第 3条 区長は、センターの運営に当たっては区民の参加を積極的に進め、民主的に行うものとする。 

(事業) 

第 4条 センターは、第1条の目的を達成するため、つぎに掲げる事業を行う。 

(1) 男女共同参画の推進に係る学習の機会および場の提供に関する事業 

(2) 男女共同参画の推進に係る団体および個人の相互交流の機会および場の提供に関する事業 

(3) 女性に係る相談その他の男女共同参画に係る相談に関する事業 

(4) 前 3号に掲げる事業に係る調査・研究ならびに情報の収集および提供に関する事業 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業 

(平 22条例 10・一部改正) 

(施設) 

第 5条 センターに、つぎの各号に掲げる施設を設ける。 

(1) 研修室 

(2) 視聴覚室 

(3) 録音室 

(4) 会議室 

(5) 和室 

(6) 保育室 

(7) 図書・資料室 

(8) 相談室 

(9) 連絡交流室 

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設 

(休館日) 

第 6条 センターの休館日は、1月 1日から同月3日までおよび12月 29日から同月31日までとす

る。ただし、区長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休館日を定め

ることができる。 

(平 17条例 44・一部改正) 
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(開館時間) 

第 7条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時 30分までとする。 

2 区長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。 

(利用者の範囲) 

第 8条 センターを利用できる者の範囲は、つぎのとおりとする。 

(1) 練馬区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する者 

(2) 区の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者 

(3) 区の区域内に存する学校に在学する者 

(4) 前 3号に規定する者を主な構成員とする団体 

(5) 前各号に掲げる者のほか、センターの管理運営に支障がなく、区長が認める者 

(利用の手続等) 

第 9条 センターの施設および備付器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、練馬区

規則(以下「規則」という。)で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

ただし、規則で定める施設を利用する場合は、この限りでない。 

2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。 

(利用の不承認) 

第 10条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、前条第1項の利用の承認をしない。 

(1) 第 16条第 1項各号に規定する禁止行為をするおそれがあると認められるとき。 

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、区長が利用を不適当と認めたとき。 

(使用料) 

第 11条 センターの施設の使用料は、別表のとおりとする。 

2 センターの備付器具の使用料は、1利用単位につき1,000円の範囲内で規則で定める。 

3 第 9条の規定により利用の承認を受けた者は、前2項に規定する使用料を前納しなければならな

い。 

(使用料の減免) 

第 12条 区長は、特に必要があると認めたときは、前条第1項または第2項に規定する使用料を減

額し、または免除することができる。 

(使用料の不還付) 

第 13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、その

全部または一部を還付することができる。 

(利用権の譲渡等の禁止) 

第 14条 利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。 

(利用承認の取消し等) 

第 15条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、または利用を制限し、

もしくは停止することができる。 

(1) 利用の目的または条件に違反したとき。 

(2) この条例または区長の指示に違反したとき。 

(3) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。 

(4) 前 3項に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。 

(禁止行為) 

第 16条 センターの施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、センター内においてつぎの行

為をしてはならない。 

(1) 公の秩序または善良な風俗を害する行為 

(2) 営利を目的とする行為 
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(3) この条例または区長の指示に違反する行為 

2 区長は、センターに入館した者が前項各号に規定する行為を行ったときは、その者に対して、必

要な措置をとることができる。 

(原状回復の義務) 

第 17条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければなら

ない。第15条の規定により承認を取り消され、または利用を停止されたときも同様とする。 

(損害賠償の義務) 

第 18条 利用者は、センターの施設等を損傷し、または滅失したときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、または

免除することができる。 

(指定管理者による管理) 

第 19条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 244条の 2第 3項の規定により、法人その

他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理を行わせ

るものとする。 

(平 17条例 44・追加) 

(業務の範囲) 

第 20条 センターの指定管理者は、つぎに掲げる業務を行う。 

(1) 第 4条第 1号および第2号に規定する事業に関する業務 

(2) 第 9条に規定する利用の承認および第10条に規定する利用の不承認に関する業務 

(3) 第 15条に規定する利用承認の取消し等に関する業務 

(4) センターの施設、付属設備および物品の維持管理に関する業務 

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し、区長が必要と認める業務 

(平 17条例 44・追加、平23条例 23・一部改正) 

(指定管理者の指定の手続) 

第 21条 第 19条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、区長に申

請しなければならない。 

(平 17条例 44・追加) 

第 22条 区長は、前条の規定による申請があったときは、つぎに掲げる基準を総合的に審査し、最

も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者の候補として選定し、議会の議決を経

て指定管理者を指定するものとする。 

(1) センターの運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。 

(2) センターの設置の目的を効果的に達成することができるものであること。 

(3) センターの施設、付属設備および物品の適切な維持管理を行うことができるものであること。 

(4) センターの管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。 

(5) センターの管理を安定して行うための物的能力および人的能力を有していること。 

2 区長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。 

(平 17条例 44・追加) 

(管理の基準) 

第 23条 指定管理者は、つぎに掲げる基準により、センターの管理に関する業務を行わなければな

らない。 

(1) この条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。 

(2) 利用者に対して公平かつ適切にサービスの提供を行うこと。 

(3) 施設、付属設備および物品の維持管理を適切に行うこと。 

(平 17条例 44・追加) 
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(利用料金) 

第 24条 指定管理者は、地方自治法第244条の 2第 8項の規定に基づき、センターの利用に係る料

金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として利用者から収受することができる。 

2 前項の規定により指定管理者が収受することができる利用料金の額は、第11条第 1項および第2

項に規定する使用料の額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。 

3 指定管理者は、区長が別に定める基準に従い、収受する利用料金の額を減額し、または免除する

ことができる。 

4 指定管理者は、区長が別に定める基準に従い、収受した利用料金の全部または一部を還付するこ

とができる。 

(平 17条例 44・追加) 

(委任) 

第 25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

(平 17条例 44・旧第19条繰下) 

付 則 

この条例は、昭和62年 4月 1日から施行する。ただし、第8条から第15条までおよび第19条の

規定は、昭和62年 2月 1日から施行する。 

付 則(平成3年 3月条例第9号) 

この条例は、平成3年 4月 1日から施行する。 

付 則(平成5年 3月条例第14号) 

この条例は、平成5年 4月 1日から施行する。 

付 則(平成9年 3月条例第9号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例による改正後の練馬区立練馬女性センター条例別表に規定する使用料については、平成

9年7月1日以後の利用に係る分について適用し、同年6月30日以前の利用に係る分については、

なお従前の例による。 

付 則(平成11年 3月条例第7号) 

この条例は、平成11年 6月 1日から施行する。 

付 則(平成14年 3月条例第8号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例による改正後の練馬区立練馬女性センター条例の規定は、平成14年 7月 1日以後の利用

について適用し、同年6月 30日以前の利用については、なお従前の例による。 

付 則(平成17年 7月条例第44号) 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成18年 4月 1日から施行

する。 

付 則(平成22年 3月条例第10号) 

この条例は、平成22年 4月 1日から施行する。 

付 則(平成23年 6月条例第23号) 

この条例は、平成24年 4月 1日から施行する。 

付 則(平成27年 10月条例第50号) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 この条例による改正後の練馬区立男女共同参画センター条例別表の規定は、平成28年 4月 1日以

後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。 
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別表(第 11条関係) 

(平 27条例 50・一部改正) 

      利用単位 

 

施設 

午前 午後 夜間 

午前９時から正午まで 午後１時から午後５時

まで 

午後６時から午後９時

30分まで 

第 1研修室 1,200円 1,600円 1,400円 

第 2研修室 1,200円 1,600円 1,400円 

第 3研修室 1,200円 1,600円 1,400円 

視聴覚室 3,300円 4,400円 3,900円 

録音室 600円 800円 700円 

会議室 1,800円 2,400円 2,100円 

和室 
大 1,200円 1,600円 1,400円 

小 600円 800円 700円 

保育室 900円 1,200円 1,100円 

備考 

1 保育室を保育施設以外として利用する場合の使用料は、午前にあっては2,100円、午後にあっ

ては2,800円、夜間にあっては2,500円とする。 

2 この表に掲げる施設については、規則で定める場合において、午前9時から午後9時までの間

にあっては1時間単位、午後9時から午後9時 30分までの間にあっては30分単位で利用する

ことができる。 

3 前項の場合における使用料は、つぎの各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に

50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、

これを100円に切り上げる。)とする。 

(1) 午前 9時から正午までの間で1時間単位で利用する場合 午前の利用単位の規定使用料の1

時間単位に相当する額 

(2) 正午から午後6時までの間で1時間単位で利用する場合 午後の利用単位の規定使用料の1

時間単位に相当する額 

(3) 午後 6時から午後9時までの間で1時間単位で利用する場合 夜間の利用単位の規定使用料

の1時間単位に相当する額 

(4) 午後 9時から午後9時 30分までの間で30分単位で利用する場合 夜間の利用単位の規定使

用料の30分単位に相当する額 
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練馬区立男女共同参画センター運営委員会設置要綱 

昭和 63 年 5 月 27 日 

練区活発第 4021 号 

（目的および設置） 

第１条 練馬区立男女共同参画センター条例（昭和 61 年 12 月練馬区条例第 47 号。以下「条

例」という。）第４条に規定する事業の円滑な推進を図るため、練馬区立男女共同参画

センター運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、つぎに掲げる事項について意見をとりま

とめ、総務部人権・男女共同参画課長へ報告するものとする。 

(1) 練馬区立男女共同参画センター（以下「センター」という。）の施設の利用および運

営に関すること。 

(2) 事業の計画に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと。 

（構成） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって構成する。 

２ 委員長および副委員長は、第３項に定める委員の中から互選により選出する。 

３ 委員は、つぎに掲げる者の中から区長が委嘱した者 20 名程度をもって構成する。 

 (1) 学識経験者                       ４名程度 

 (2) 男女共同参画センター登録団体の構成員からの公募による者 ７名程度 

 (3) センターが所在する地域での活動を行う者         １名程度 

 (4) 一般公募による者                    ８名程度 

（委員長および副委員長の職務） 

第４条 委員長は、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合にお

ける補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項により再任される委員の再任については、通算して 3 期を限度とする。 

（招集） 

第６条 委員会は、課長が必要に応じて招集する。 

（意見等の聴取） 

第７条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、資料の提出を

求め、意見の聴取等を行うことができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、条例第 19 条に規定する指定管理者が処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営につき、必要な事項は総務部長が定

める。 
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   付 則 

 この要綱は、昭和 63 年７月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成 11 年６月１日から施行する。 

 付 則 

１ この要綱は、平成 16 年 7 月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、現に委員として委嘱されている者については、第５条第１項の規

定により選任されたものとみなし、その再任限度は第５条第２項の規定にかかわらず従

前の例による。 

 付 則（平成 18 年 3 月 29 日 17 練総人第 609 号） 

 この要綱は、平成 18 年 4 月１日から施行する。 

 付 則（平成 22 年 3 月 19 日 21 練総人第 657 号） 

 この要綱は、平成 22 年 4 月１日から施行する。 

付 則（平成 24 年 3 月 19 日 23 練総人第 545 号） 

 この要綱は、平成 24 年 4 月１日から施行する。 

付 則（令和２年４月１日２練総人第 153 号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和４年２月３日３練総人第 396 号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



構　成： 17期　17名（学識経験者３名、登録団体６名、地域活動１名、公募７名）

18期　13名（学識経験者３名、登録団体３名、地域活動１名、公募６名）

　※令和５年３月31日現在

任　期： １期２年　　

・17期（令和２年７月～令和４年６月）

・18期（令和４年７月～令和６年６月）

招　集： ・17期　１回

・18期　３回

期 開催年月日 議　　　　　題

　(1)　令和４年度職員体制について

　(2)　令和３年度年間事業実施状況について

　(3)　令和４年度事業計画について

　(4)　令和３年度利用者アンケート結果について

　(1)　男女共同参画センターおよび運営委員会の活動内容について

　(2)　えーるフェスティバルについて

　(1)　令和４年度実施事業報告について

　(2)　令和５年度区民企画講座について

　(1)　令和５年度事業について

　(2)　令和５年度区民企画講座について

　(3)　令和４年度事業実施状況について

　(4)　管理運営状況評価について

　(5)　利用者アンケートの実施について

男女共同参画センター運営委員会開催状況

第

18

期

第
17
期

第６回
令和4.4.22

第１回
令和4.8.30

第２回
令和4.10.27

第３回
令和5.1.28
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　　　〒176-8501

　　　東京都練馬区豊玉北6－12－1

　　　電話　03（5984）4518

男女共同参画センターえーる 事業概要

（令和４年度事業実績）

　　　練馬区総務部人権・男女共同参画課

令和５年８月発行


